
平成 20 年 9 月 5 日 
 

次世代育成支援の社会的基盤の整備への意見 
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１. すべての子どもを対象にする「基本的考え方」を支持する       
○  「次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けた基本的考え方」(以下

「基本的考え方」という)は、すべての子どもの健やかな育ちを「未来への投資」

とし、保育・子育て支援サービスから要保護児童の社会的養護体制まで、質の確保

と量を拡充する新制度体系を構築するとしている。 

○  新しい制度体系の構築にあたっては、質の確保と量の拡充の必要性のバランスを

勘案すること、良好な育成環境を実現させるため保育環境や保育従事者の労働条件

の改善等に国、地方公共団体に相当額の財源が必要であることとする考えを支持す

る。 

○  全国保育協議会（公私 21,000 の保育所を会員とする）、全国保育士会（18 万人

の保育士を会員とする）は、「基本的考え方」の方向性に認識をともにしている。

また全保協は、「すべての人が子どもと子育てに関わりを持つ社会の実現」との将

来ビジョンを掲げ事業活動を進めており、その理念は「基本的考え方」に連なる。 
 

２. 国の大規模な財政投入が必要である                 
○  国が、児童福祉法第２条の公的責任のもとに、地方公共団体とともに今日の子育

ち・子育てニーズの質量の多様化・増加に応えるための次世代育成支援策を拡充す

る整備計画をはかり、それらを確実に実現していくことを期待する。 

○  エンゼルプラン、新エンゼルプラン、子ども・子育て応援プランでは、計画実現

に十分な財源が確保されなかった。少子化・次世代育成支援対策が待ったなしの現

状下、国の「英断」による大規模な財政投入を期待する。 
 

３．保育は子どもの発達保障のセーフティネットである          
○  保育は児童福祉のセーフティネットの要である。国が子どもの健全な発達保障

を実現することはナショナルミニマムとして必要不可欠なことである。 

○  すべての子どもを対象にする保育・子育て支援サービスの整備と水準確保には、

相応の時間と財源確保が必要である。その過程においては、国として適切な利用

と優先順位の調整をすることが不可欠であり、あわせて今日的な保育の利用条件

の範囲を拡大していく必要がある。 

○  現在、保育・子育てサービスに地域格差が生じている。生まれ育つ地域の地方公

共団体の財政等による格差を、国の改善方策をもって利用の機会均等と質（水準）

を保障すべきで、そこに地方公共団体の責任と役割を堅持することが不可欠である。 
 

４. 保育制度への市場原理導入等は反対する               
○  規制改革会議や地方分権推進委員会等は保育制度への市場原理導入（直接契約、

直接補助方式）や保育所の最低基準の地方公共団体への委譲等を提示したが、国の

責任で築いてきた公的な保育制度の基盤を崩し、後退させるとの強い危機感のもと

に、断固反対する。 

○  「未来への投資」とは、今日的に次代を担う子どもの発達保障を第一義に考える

べきことであり、労働力確保だけの政策ではないことを強調されたい。 

○  規制改革会議「中間とりまとめ」では、「障害児や低所得世帯の児童の受入れを
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拒否するのではないかといった懸念が持ち上がるが、そうした状況を回避するには

セーフティネットとして公立保育所の位置づけを明確化し、障害児保育の実施や低

所得層の優先入所等、受入体制の整備・強化を進める」とあるが、保育の利用の機

会均等を特定化するものであり、反対する。 
  

５. 「子ども」を主体とする保育の質と量の整備が必要である       
○  新待機児童ゼロ作戦の検討において、保育制度の「利用者の立場に立つ改革」の

必要が強調されている。保育の利用は「子ども」が主体であり、保育制度には子ど

もの最善の利益を追求する使命と役割があることをあらためて明確にされたい。 

○  未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実現するためには、子どもの育つ

権利を保障する保育・子育て支援サービスの今日的・社会的な意義を明確にし、新

制度体系による質・量の整備をはかることが重要である。こうした政策実現への国

民の理解と支持を得る必要がある。 
 

６. 保育の環境の質的改善が不可欠である                
○   保育所では 212 万人余の子どもの育みに対応している。特に都市部等では待機児

童対策のため入所定員以上（125％）の子どもを受入れ、11 時間を超える保育の長

時間化、3歳未満の乳幼児保育、病児・病後児や障害がある子どもへの保育、また

保護者への支援などと、求められる役割、機能が多様化、深化している。 

○   また家族の関係性が変化するなかで、保育所等を地域の子育て支援等の拠点に位

置づけ、子育て・家族関係を支えるソーシャルワーク機能を有する相談・支援体制

を強化することが求められている。 

○  しかし、今日的な保育ニーズの質量の変化に応えようにも、保育現場はもはや努

力の限界にある。特に、保育の担い手である保育士等が安心して働き続けられるた

めの職員配置の改善、保育士等の育成・研修の充実および労働条件等の整備が緊急

的な課題である。 

○  60 年間改善されてない最低基準についても、子どもの育ちに必要な保育所の環

境と機能面から科学的に立証し、国の責任のもとに改善・整備していくことが重要

である。 
 

７. 後期行動計画の実効ある実現のためには財政投入が必要である     
○ 子どもはおとなや社会のなかで育つ。保育所は地域と住民の生活の営みに密着し

た子育てを支える社会的な組織で、保育所の集約性には限界がある。 

○ 今日的には、都市化・過疎化にあって地域でのコミュニティ再生の役割をも担う

社会的資源として、保育所の適切な整備と機能強化が必要である。 

○  「基本的考え方」に「地方公共団体の適切な関与の下で、誰もが、どこに住んで

いても必要なサービスを選択し、利用できるよう」とある。画一的な行動計画にな

らないよう、後期行動計画は潜在的な保育ニーズ等も参酌し、地域の質・量に適し

た計画内容とすべきある。国が示す調査基準等にそって、地方公共団体が確実に検

証し、実効性のある行動計画を策定する必要がある。 

○  １万余の公立保育所への一般財源化は、非正規保育者の急増や保育費の削減等、

保育の実施に対し困難をもたらしている。公立保育所の問題は地方公共団体（行政）

の課題であり、改善が必要である。「誰もが、どこに住んでも、必要なサービスを

選択し、利用できる」とするなら、それを実現するための地方公共団体への財政政

策が必要である。 

○  虐待を受けた子どもなど社会的養護を担う児童福祉施設等の最低基準や措置費

の改善は喫緊な課題である。児童福祉法等の一部改正法案の早期成立と附帯決議に

そって国において次世代育成支援策において総合的に体系化し、整備を実現された

い。 


